
県議会議員選挙（一般選挙）後、最初に
開く会議で、知事が招集します。招集会議
後は、必要に応じ議会が主体的に本会議の
開催等を判断します。

本会議における質疑・質問や、委員会で
の審議等を集中的に行います。開催時期
は、当初予算案の上程時期など議案の提
出時期を考慮し、概ね5～6月、9～10月、
11～12月、翌年の２～３月とします。

知事からの要請や災害等の突発事態へ
の対応など、所要の審議が必要とされる
場合には、臨時会議として本会議を柔軟
に開催します。

年度の最後に開催される議会運営委員
会で翌年度の会期日程を決定します。

栃木県の通年議会

【通常会議】【招集会議】

【臨時会議】 【その他事項】

会議の種類（H28年度以降）


